
議案第２号 

   富津市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 

 富津市行政組織条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

令和４年11月24日提出 

富津市長  高 橋 恭 市   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

富津市みらい構想に掲げた施策の実現に向け、行政組織を改編するため、条例の

一部を改正するものである。 



富津市行政組織条例の一部を改正する条例 

 富津市行政組織条例（昭和46年富津市条例第10号）の一部を次のように改正する。 

第１条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１

号の次に次の１号を加える。 

(２) 企画政策部 

第２条第１号中カ及びキを削り、オをカとし、エの次に次のように加える。 

  オ 行政組織に関すること。 

 第２条第１号中クをキとし、ケをクとし、コをケとし、ケの次に次のように加え

る。 

  コ 経営改革に関すること。 

第２条第１号中スからソまでを削り、タをスとし、同条第４号を同条第５号とし、

同条第３号エを削り、同号を同条第４号とし、同条第２号中キをケとし、カをクと

し、オをキとし、エをオとし、オの次に次のように加える。 

  カ 国民健康保険に関すること。 

 第２条第２号ウの次に次のように加える。 

  エ 交通安全に関すること。 

 第２条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 (２) 企画政策部 

  ア みらい構想並びに重要施策の企画及び調整に関すること。 

  イ 財産の利活用に関すること。 

  ウ 公共施設マネジメントに関すること。 

  エ 情報システムに関すること。 

  オ 市長の特命事項に関すること。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （富津市議会委員会条例の一部改正） 

２ 富津市議会委員会条例（昭和62年富津市条例第27号）の一部を次のように改正

する。 

  第２条第２項第１号中イからケまでをウからコまでとし、アの次に次のように



加える。 

   イ 企画政策部の所管に属する事項 

 （富津市子ども・子育て会議設置条例の一部改正） 

３ 富津市子ども・子育て会議設置条例（平成25年富津市条例第14号）の一部を次

のように改正する。 

  第７条中「健康福祉部子育て支援課」を「健康福祉部こども家庭課」に改める。 


